
【重要事項説明書】  登米市社協米山訪問介護事業所 

 訪問介護（以下「サービス」といいます。）の提供をはじめるに当り、当事業所があなたに説明

すべき事項は次のとおりです。 

 

１．運営の目的と方針 

事業所は、要介護状態等にある利用者に対し、適正な訪問介護事業を提供することを目的としま

す。その運営に際しては、利用者が要介護状態等にあっても可能な限りその居宅において、その有

する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事その他の生活全般

にわたる援助を行い、関係機関、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的

なサービスを行うものとします。 

 

２．事業所等の概要 

（１）事業者（法人） 

事業者の名称 社会福祉法人 登米市社会福祉協議会 

所在地 登米市迫町北方字大洞４５番地３ 

代表者 会 長  千葉 博行 

電話番号 ０２２０－２１－６３１０ 

（２）事業所 

事業者の名称 登米市社協米山訪問介護事業所 

所在地 登米市米山町西野字古舘廻８番地 

管理者 鈴木 優子 

介護保険指定番号 訪問介護（宮城県 ０４７１２００５２７） 

実施地域 登米市及び隣接市町 

電話番号 ０２２０－５５－１０６５ 

ファックス番号 ０２２０－５５－５６１２ 

 

３．営業日及び営業時間 

営 業 日 休日はありません。 

営業時間 午前８時から午後６時 

サービス提供時間 通常時間帯 早朝 夜間 

 8:00～18:00 6:00～8:00 18:00～20:00 

 

４．職員体制（主たる職員） 

従事者の職種 業務内容 常勤 非常勤 計 指定基準 

管理者 総合管理 １名  １名 １名 

サ－ビス提供責任者 
訪問介護計画作成、 

利用管理 
３名  ３名 ２名以上 



従

事

者 

介護福祉士 訪問介護 ３名 ３名 ６名 

３名以上 

１級修了者 

基礎課程修了者 
訪問介護 １名 １名 ２名 

２級修了者 

初任者研修修了者 
訪問介護 ０名 ８名  ８名 

 

５．サ－ビス内容 

 提供するサービスの内容は下記のとおりです。 

訪問介護計画の作成 

 

身

体

介

護 

サ－ビスの種類 内   容 

 食事介助 食事の介助を行います。 

 入浴介助 入浴の介助を行います。 

 清拭・洗髪 入浴が困難な方の清拭・洗髪を行います。 

 体位交換 排泄の介助、おむつ交換を行います。 

 衣類着脱介助 衣類の着脱介助を行います。 

 通院介助 通院の介助を行います。 

 その他必要な身体介護を行います。 

家

事

援

助 

 買い物 日常生活に必要な物品の買い物を行います。 

 調 理 ご利用者の食事の用意を行います。 

 掃 除 ご利用者の居宅の掃除や整理整頓を行います。 

 洗 濯 ご利用者の衣類などの洗濯を行います。 

その他、必要に応じて健康や日常生活上の状況をお伺いし、生活上のご相談や助言を行います。 

＊預貯金の引出しや預入れは行いません。(預金通帳・カ－ドは、お預かりできません。) 

＊利用者以外の方の調理や洗濯、利用者以外の方の居室や庭等の敷地の掃除は原則として行い

ません。 

 

６．利用料金 

    お支払いいただく料金の単価は、下記のとおりです。 

 ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサ－ビス利用は全額自己負担となります。 

【１】 利用料表－基本料金・昼間 

（１割負担の場合の利用料）１回につき 

身体介護中心 20 分未満 
20 分以上 

30 分未満 

30 分以上 

1 時間未満 
1 時間以上 

自己負担 １６３円 ２４４円 ３８７円 
５６７円に 30 分を増すごとに 

＋８２円 

 



 

生活援助中心 
20 分以上 

45 分未満 
45 分以上 身体介護に引き続き生活援助を行う場合 

自己負担 １７９円 ２２０円 
所要時間が 20 分から起算して 25 分を増すご

とに＋６５円（１９５円を限度） 

  

通院等乗降介助 ９７円 

 

（２割負担の場合の利用料）１回につき 

身体介護中心 20 分未満 
20 分以上 

30 分未満 

30 分以上 

1 時間未満 
1 時間以上 

自己負担 ３２６円 ４８８円 ７７４円 
１，１３４円に 30 分を増すご

とに＋１６４円 

 

生活援助中心 
20 分以上 

45 分未満 
45 分以上 身体介護に引き続き生活援助を行う場合 

自己負担 ３５８円 ４４０円 
所要時間が 20 分から起算して 25 分を増すご

とに＋１３０円（３９０円を限度） 

 

（３割負担の場合の利用料） 

身体介護中心 20 分未満 
20 分以上 

30 分未満 

30 分以上 

1 時間未満 
1 時間以上 

自己負担 ４８９円 ７３２円 １，１６４円 
１，７０１円に 30 分を増すご

とに＋２４６円 

 

生活援助中心 
20 分以上 

45 分未満 
45 分以上 身体介護に引き続き生活援助を行う場合 

自己負担 ５３７円 ６６０円 
所要時間が 20 分から起算して 25 分を増すご

とに＋１９５円（５８５円を限度） 

 

初回加算 ２００単位／月    緊急時訪問介護加算 １００単位／回 

介護職員処遇改善加算Ⅰ ２４．５％   特定事業所加算Ⅱ  １０.０％      

＊早朝・夜間料金＝基本料金の２５％増し。 

＊利用料の料金設定の基本となる時間は、実際のサ－ビス提供時間ではなく、利用者の居宅 

 サ－ビス計画(ケアプラン)に定められた目安の時間を基準といたします。やむを得ない事情 

で、かつ、利用者の同意を得て、２人で訪問した場合は、２人分の料金となります。 



 

【２】訪問型サービス（１割負担の場合の利用料） 

（Ⅰ）〈週 1回程度の利用〉 

要支援１・要支援２ 

（Ⅱ）〈週２回程度の利用〉 

要支援１・要支援２ 

（Ⅲ）〈(Ⅱ)を超える利用〉 

要支援２ 

 １，１７６円 / 月   ２，３４９円 / 月   ３，７２７円 / 月 

              （２割負担の場合の利用料） 

（３割負担の場合の利用料） 

 

【３】交通費 

通常の実施地域にお住まいの方は無料です。それ以外の地域にお住まいの方は、介護員が 

訪問するための交通費は利用者の負担となります。 

【４】その他の費用 

   利用者のお住まいで、サ－ビスを提供するために使用する水道・ガス・電気等の費用は利 

用者の負担となります。 

＊介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払われない 

場合があります。その場合は、一旦介護保険適用外の料金をいただき、サービス提供証明書 

を発行いたします。サービス提供証明書を後日市の介護保険担当窓口に提出しますと、差額 

の払い戻しを受けることができます。 

＊利用者が要支援又要介護認定、事業対象者の認定を受けていない場合は、全額利用者の負担 

となります。 

＊サ－ビスを中止した場合、同月であれば、ご希望の日に振り替えることができます。ただし、 

予約が入っている日には振替できません。 

 

７．キャンセルの規定 

  利用者のご都合でサ－ビスを中止する場合は、下記のキャンセル料がかかる場合もあります。 

 ①ご利用の１２時間前までにご連絡いただいた場合 

                              無 料 

  ②ご利用時間までにご連絡いただいた場合 

                    訪問介護利用料の  ５０％ 

  ③ご利用時間までにご連絡がなかった場合 

                    訪問介護利用料の １００％ 

 

 

（Ⅰ）〈週 1回程度の利用〉 

  要支援 1・要支援２ 

（Ⅱ）〈週２回程度の利用〉 

  要支援１・要支援２ 

（Ⅲ）〈（Ⅱ）を超える利用〉 

    要支援２   

２，３５２円 / 月   ４，６９８円 / 月   ７，４５４円 / 月 

（Ⅰ）〈週 1回程度の利用〉 

  要支援 1・要支援２ 

（Ⅱ）〈週２回程度の利用〉 

  要支援１・要支援２ 

（Ⅲ）〈（Ⅱ）を超える利用〉 

    要支援２   

３，５２８円 / 月   ７，０４７円 / 月   １１，１８１円 / 月 



８．支払方法 

  毎月１５日前後に前月分の利用料を請求いたしますので、２７日までに口座振替、口座 

振込の方法でお支払い下さい。お支払いいただきますと領収書を発行いたします。 

 

９．緊急時等における対応方法 

（１）風邪、病気の際はサ－ビスの提供をお断りすることがあります。また、当日の健康チェッ

クの結果によりサ－ビス内容の変更又は中止することがあります。 

（２）サービス提供中に病状の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに主治医及び家

族等に連絡を行う等、必要な措置を講じます。 

（３）サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の居宅介護支

援事業所及び市等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

かかりつけ医療機関 

医療機関名： 

主 治 医： 

電 話 番 号： 

所 在 地： 

緊急連絡先 
氏  名：       （続柄：  ） 

電 話 番 号： 

１０．衛生管理等 

（１）訪問介護員等の清潔の保持及び健康管理状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備

品等の衛生的な管理に努めます。 

（２）事業所において感染症が発生し、またはまん延しないように必要な措置を講じるとともに、

必要に応じ保健所の指導、助言を求めます。 

 

１１．非常災害対策 

（１）事業所は、非常災害に際して必要な具体的計画を策定するとともに、利用者等の避難・救 

   出訓練の実施等、万全の対策を期することとする。 

（２）事業所は、業務継続計画（BCP）の策定にあたって、災害や感染症が発生した場合でも、利 

用者が継続してサービスの提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、そ 

の計画に従い必要な研修および訓練を実施するものとする。 

 

１２．虐待防止の対応 

（１）事業所は、利用者の人権を護り虐待を防止するために、虐待防止のための委員会を開催し、

介護支援専門員に周知するとともに、その研修担当者を定め、研修を実施するものとします。 

虐待防止のための研修担当者 管理者 鈴木 優子 

（２）事業所は、当該事業所職員、または養護者（利用者を現に養護している家族・親族・同居

人等）による虐待が疑われた場合には、速やかに、これを市に通報するものとします。 

 

１３．相談・要望・苦情等の窓口 

（１）訪問介護に関する相談、要望、苦情等は管理者か下記までお申し出下さい。 



＊サ－ビス相談窓口 

  管理者  鈴木 優子  サ－ビス提供責任者 佐藤 恵利子 

  電話番号 ０２２０－５５－１０６５（月曜日から金曜日 ８：３０～１７：１５） 

（２）第三者委員 

本事業所では、地域にお住まいの以下の方を第三者委員に選任し、地域住民の立場から本事 

業所のサービスに対するご意見などをいただいています。利用者は、本事業所への苦情やご意 

見は「第三者委員」に相談することもできます。 

氏   名 連  絡  先 

佐々木 啓   ０２２０－５５－２０２３ 

（３）行政機関その他苦情受付機関 

登米市福祉事務所長寿介護課 

所 在 地：登米市南方町新高石浦１３０番地 

電話番号：０２２０－５８－５５５１ 

受付時間：８：３０～１７：００ 

宮城県社会福祉協議会 

（運営適正化委員会） 

所 在 地：仙台市青葉区本町三丁目７－４ 

電話番号：０２２－７１６－９６７４ 

受付時間：９：００～１６：００ 

宮城県国民健康保険団体連合会 

介護相談室 

所 在 地：仙台市青葉区上杉１丁目２－３ 

電話番号：０２２－２２２－７７００ 

 

１４. 第三者による評価の実施状況 

 

第三者による評価の実施状況 

 

 

1 あり 

実施日 年   月   日 

評価機関名称  

結果の開示 1 あり   ２ なし 

○2  なし 

 

１５．事故発生時の対応 

 事業者の過誤及び過失の有無に関わらず、サービス提供の過程において事故が発生した場合に

は、速やかに市、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

 

１６．その他の重要事項 

（１）訪問介護員等は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持し、職員でなくなった

後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、職員との雇用契約の内容とします。 

（２）事業所は、法令に基づいて利用者の諸記録を整備し、そのサービスが完結した日から５年

間は保管します。 

 

 

 

 



 

 

 

サービス提供開始に当り、利用者に対して本書面に基づいて重要事項を説明しました。 

 

令和  年  月  日 

        事 業 者   事業者名   登米市社協米山訪問介護事業所    

                  (指定番号 宮城県０４７１２００５２７) 

            住  所  宮城県登米市米山町西野字古舘廻８番地 

            代表者名  社会福祉法人登米市社会福祉協議会   

 会  長  千 葉 博 行   印  

 

説 明 者  所  属   登米市社協米山訪問介護事業所    

職  名   管 理 者 

                           氏  名        鈴 木 優 子   印  

 

私は、本書面により、事業者からサービスについての重要事項の説明を受けました。 

 

利 用 者      住  所               

 

                           氏  名               印  

 

署名代行者 (続柄     ) 

住  所   

氏  名               印  


